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天
皇
陛
下
の
生

前
退
位
が
具
体
化

し
つ
つ
あ
る
。
日

本
の
歴
史
や
憲
法

が
絡
む
複
雑
な
問

題
だ
が
、
有
識
者
会
議
の
座
長

が
経
団
連
名
誉
会
長
と
い
う
の

は
い
か
が
な
も
の
か
▼
日
本
国

憲
法
に
は
「
天
皇
は
、
日
本
国

の
象
徴
で
あ
り
日
本
国
民
統
合

の
象
徴
」
と
あ
る
。「
象
徴
」

と
は
、
抽
象
的
な
概
念
を
よ
り

具
体
的
な
事
物
や
形
に
よ
っ
て

表
現
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
ハ

ト
は
平
和
の
象
徴
」
な
ど
と
使

わ
れ
る
▼
で
は
、
天
皇
が
象
徴

し
て
い
る
「
日
本
国
」「
日
本

国
民
統
合
」
と
は
何
か
。
一
時

期
は
「
ま
さ
に
天
皇
を
中
心
と

し
て
い
る
神
の
国
」、
つ
ま
り

「
皇
国
思
想
と
神
国
思
想
」
が

日
本
の
「
国
体
」
で
あ
っ
た

が
、
今
「
国
の
基
礎
的
な
政
治

（
統
治
）
の
原
則
」
を
探
す
と

す
る
と
、
や
は
り
日
本
国
憲
法

か
。
戦
後
、
天
皇
陛
下
が
象
徴

と
し
て
体
現
し
て
き
た
の
は
日

本
国
憲
法
で
は
な
い
か
▼
一

方
、
ア
メ
リ
カ
の
象
徴
は
「
自

由
の
（
女
神
）
像
」
だ
ろ
う
。

正
式
名
称
は
「
世
界
を
照
ら
す

自
由
（L

ib
e
rty 

E
n
-

lightening the W
orld

）」
で

あ
る
。
自
由
と
民
主
主
義
の
象

徴
で
あ
る
と
と
も
に
、
19
世
紀

以
降
世
界
各
地
か
ら
の
移
民
に

と
っ
て
、
新
天
地
の
象
徴
で
あ

る
▼
日
本
国
憲
法
の
前
文
に
は

「
い
づ
れ
の
国
家
も
、
自
国
の

こ
と
の
み
に
専
念
し
て
他
国
を

無
視
し
て
は
な
ら
な
い
」「
平

和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と

信
義
に
信
頼
し
て
」「
国
際
社

会
に
お
い
て
、
名
誉
あ
る
地
位

を
占
め
た
い
」
と
あ
る
。
大
国

間
に
孤
立
主
義
が
跋
扈
し
そ
う

な
今
こ
そ
、
日
本
国
憲
法
の
精

神
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
▼
合
衆
国
新
大
統
領

に
は
母
国
の
自
由
の
像
を
訪

れ
、
日
本
国
憲
法
前
文
を
読
む

こ
と
を
お
勧
め
す
る
。 

（
空
）
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「
ゼ
ロ
税
率
は
制
度
論
と
し
て
正
し
い
」

「
ゼ
ロ
税
率
は
制
度
論
と
し
て
正
し
い
」

財
務
省「
非
課
税
還
付
は

成
り
立
た
な
い
」

　

財
務
省
主
税
局
税
制
第
２
課

の
加
藤
博
之
課
長
補
佐
は
、
医

療
機
関
の
損
税
解
消
の
方
法
と

し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
、「
非

課
税
・
還
付
方
式
」
と
、「
ゼ

ロ
税
率
方
式
」
に
つ
い
て
見
解

を
表
明
し
た
。

　

「
非
課
税
・
還
付
方
式
」

は
、「
形
式
上
も
課
税
で
な
い

も
の
を
還
付
す
る
の
は
、
消
費

税
法
上
の
仕
組
み
と
し
て
成
り

立
た
な
い
」
と
す
る
一
方
、

「
ゼ
ロ
税
率
方
式
」
は
、「
形

式
上
課
税
業
者
と
な
る
医
療
機

関
が
、
最
終
消
費
者
に
転
嫁
で

き
な
い
消
費
税
の
還
付
を
受
け

る
こ
と
は
、
制
度
論
と
し
て
論

理
的
に
正
し
い
」
と
述
べ
た
。

厚
生
労
働
省
か
ら
正
式
な
ル
ー

ト
で
要
望
が
く
れ
ば
、
財
務
省

と
し
て
検
討
す
べ
き
方
法
で
あ

る
と
し
た
。

　

形
式
上
と
は
い
え
「
課
税
業

者
」
と
な
る
こ
と
で
、
現
在
非

課
税
の
事
業
税
が
影
響
を
受
け

な
い
か
と
の
懸
念
が
医
療
関
係

１・26中央要請行動

今 　 号 　の　記　事今 　 号 　の　記　事
日高医療センター　無床化計画 ２面

保険診療のてびき
技術革新が支える眼科医療

研
面
究 ８面

平成28年分　確定申告の留意点 ５～３面
特別インタビュー　「熊本地震　南阿蘇村の現状」６・７面

２月23日　 震災復興借り上げ住宅追い出し問題
３月２日　膵炎について

「医療知ろう！」放送中!!「医療知ろう！」放送中!!

ラジオ関西番組出演　ラジオ関西番組出演　毎週木曜19時25分～毎週木曜19時25分～

AM558kHz／1395kHz（但馬放送局）

者
の
一
部
か
ら
出
て
い
る
こ
と

を
紹
介
し
た
と
こ
ろ
、「
事
業

税
非
課
税
措
置
と
損
税
解
消
の

問
題
は
ま
っ
た
く
別
の
も
の
で

あ
り
、
関
係
の
な
い
話
」
で
あ

る
と
の
認
識
を
示
し
た
。

厚
労
省

「
医
療
界
で
一
致
を
」

　

厚
労
省
交
渉
で
は
、
厚
労
省

保
険
局
医
療
課
の
津
田
元
夫
課

長
補
佐
と
医
政
局
総
務
課
の
正

野
直
子
課
長
補
佐
は
、
厚
労
省

と
し
て
財
務
省
に
要
望
し
て
い

な
い
の
は
、
消
費
税
損
税
の
解

消
策
に
つ
い
て
医
療
界
の
一
致

が
な
い
た
め
と
し
、
税
制
の
あ

り
方
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き

日
本
医
師
会
で
行
っ
て
い
る
研

究
会
の
場
で
検
討
す
る
な
ど
と

回
答
し
た
。

堀
内
・
川
田
議
員
に
要
請

　

国
会
議
員
へ
の
要
請
で
は
、

堀
内
照
文
衆
議
院
議
員
（
共

産
）、
川
田
龍
平
参
議
院
議
員

（
無
所
属
）
が
対
応
。
堀
内
議

員
は
「
厚
生
労
働
委
員
と
し
て

患
者
さ
ん
に
消
費
税
を
負
担
さ

せ
ず
解
決
す
る
よ
う
力
を
尽
く

し
た
い
」
と
応
じ
た
。
川
田
議

員
は
「
消
費
税
の
損
税
は
医
療

機
関
に
と
っ
て
大
き
な
問
題
で

あ
る
こ
と
は
十
分
に
承
知
し
て

い
る
。
会
派
入
り
し
て
い
る
民

進
党
の
蓮
舫
代
表
に
も
要
請
書

を
届
け
る
」
と
し
た
。

住
江
保
団
連
会
長
と
懇
談

　

住
江
憲
勇
保
団
連
会
長
は
、

兵
庫
県
民
間
病
院
協
会
が
中
心

と
な
り
、
損
税
問
題
を
め
ぐ
り

国
に
対
し
て
違
憲
訴
訟
を
起
こ

し
た
こ
と
に
敬
意
を
表
す
る
と

と
も
に
、
地
域
医
療
を
支
え
る

開
業
医
・
病
院
の
経
営
を
守
る

た
め
に
も
、
今
後
も
ゼ
ロ
税
率

を
求
め
て
運
動
を
続
け
る
と
決

意
表
明
し
、「
消
費
税
損
税
問

題
の
解
決
に
向
け
、
引
き
続
き

吉
田
先
生
に
力
を
お
貸
し
い
た

だ
き
た
い
」
と
し
た
。

患
者
負
担
増
反
対

署
名
ス
タ
ー
ト
！

　

ま
た
同
日
、
保
団
連
は
国
会

議
員
会
館
内
で
「
今
こ
そ
ス
ト

ッ
プ
！
患
者
負
担
増
」
キ
ッ
ク

オ
フ
集
会
を
開
催
し
、
全
国
か

ら
医
師
・
歯
科
医
師
ら
１
２
０

人
が
参
加
。「
患
者
負
担
増
は

受
診
抑
制
、
疾
病
の
悪
化
、
医

療
費
の
増
大
の
悪
循
環
を
招

く
」「
日
々
患
者
さ
ん
と
接
し

て
い
て
、
こ
れ
以
上
の
負
担
増

は
耐
え
ら
れ
な
い
と
実
感
し
て

い
る
」「
い
ち
ば
ん
の
経
済
対

策
は
社
会
保
障
の
充
実
」
な
ど

の
声
が
参
加
者
か
ら
出
さ
れ
、

３
月
か
ら
実
施
予
定
の
「
今
こ

そ
ス
ト
ッ
プ
！
患
者
負
担
増
」

請
願
署
名
の
全
国
30
万
筆
の
目

標
達
成
へ
向
け
、
決
意
を
交
流

し
た
。

　

医
療
に
お
け
る
消
費
税
損
税
問
題
の
解
消

に
つ
い
て
、
財
務
省
が
「
ゼ
ロ
税
率
は
制
度

論
と
し
て
論
理
的
に
正
し
い
」
と
表
明
し

た
。
こ
れ
は
、
兵
庫
協
会
会
員
で
、
尼
崎
中

央
病
院
会
長
の
吉
田
静
雄
先
生
（
兵
庫
県
民

間
病
院
協
会
監
事
・
全
日
本
病
院
協
会
元
常

任
理
事
）
の
提
起
を
受
け
、
兵
庫
協
会
が
１

月
26
日
に
行
っ
た
財
務
省
交
渉
の
場
で
、
担

当
課
長
補
佐
が
明
ら
か
に
し
た
も
の
。
要
請

は
厚
生
労
働
省
に
も
行
い
、
国
会
議
員
、
保

団
連
の
住
江
憲
勇
会
長
と
も
懇
談
を
行
っ

た
。

厚
労
省
保
険
局
の
津
田
元
夫
課
長
補

佐
（
①
左
端
）
と
医
政
局
の
正
野
直

子
課
長
補
佐
（
①
左
２
人
目
）、
財

務
省
主
税
局
の
加
藤
博
之
課
長
補
佐

（
②
右
端
）
に
要
請
す
る
吉
田
静
雄

先
生
（
①
右
２
人
目
）

堀内照文衆議院議員（③右）、川田
龍平参議院議員（④左）に要請書を
手渡した。住江憲勇保団連会長（⑤
右）と懇談し、ゼロ税率実現めざし
力を尽くそうと握手を交わした

●①

●②

●③

●④

●⑤

歯科会員増加数・上昇率

西山裕康理事長（左２人目）、吉岡正雄（左３人
目）・加藤擁一（右２人目）・川村雅之（右端）各
副理事長が、住江憲勇保団連会長（左端）、宇佐
美宏保団連歯科代表（右３人目）から表彰状を受
け取った

　

保
団
連
は
１
月
29
日
、
東
京

都
内
で
代
議
員
会
を
開
催
。
兵

庫
協
会
は
歯
科
会
員
の
２
０
１

６
年
の
増
加
数
、
歯
科
組
織
上

昇
率
と
も
に
全
国
３
位
と
な

り
、
５
年
連
続
で
表
彰
を
受
け

た
。
年
間
で
歯
科
正
会
員
と
準

会
員
を
あ
わ
せ
て
58
人
の
実
増

で
、
会
員
数
は
２
０
８
０
人
と

な
っ
た
。

　

保
団
連
は
、
全
国
各
協
会
・

医
会
お
よ
び
ブ
ロ
ッ
ク
の
医
科

・
歯
科
会
員
そ
れ
ぞ
れ
の
増
加

数
と
組
織
上
昇
率
を
集
計
し
、

上
位
３
団
体
を
表
彰
。
保
団
連

全
体
の
組
織
強
化
の
一
助
と
し

て
い
る
。

　TPPと並ぶメガ自由貿易協定・RCEP（東アジア
地域包括的経済連携）の交渉会合が神戸で開かれる
のに合わせ、行う学習会です。ぜひご参加ください。
日　時　２月26日（日）14時～16時30分
会　場　協会５階会議室　　参加費　1000円
講　師　 ジェーン・ケルシーさん（ニュージーラン

ド・オークランド大学教授）
※ その他RCEP会合に合わせ来日する海外NGO、国
内豪華ゲストを予定

お申し込み・お問い合わせは、☎078－393－1807まで

アジア太平洋のメガ自由貿易協定のアジア太平洋のメガ自由貿易協定の
行方と私たちの未来行方と私たちの未来

RCEPに対する国際市民会議主催

＝RCEP交渉の現状と問題点を語る＝＝RCEP交渉の現状と問題点を語る＝

財務省財務省

ともに全国３位入賞ともに全国３位入賞
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お申し込み・お問い合わせは、☎078－393－1803まで

経口抗菌薬の適正使用　－経口抗菌薬の使いどころ－
薬科部研究会

日　時　２月25日（土）16時～18時　　会　場　協会５階会議室
講　師　済生会兵庫県病院薬剤科長　IDCP（抗菌化学療法認定薬剤師）　竹村敏也先生
参加費　1000円（会員無料）

　

豊
岡
市
日
高
町
に
あ
る
日
高

医
療
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
、
昨

年
、
無
床
化
計
画
が
発
表
さ
れ

た
。
こ
の
計
画
の
経
過
と
住
民

運
動
、
支
部
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
、
但
馬
支
部
の
谷
垣
正
人

支
部
長
に
寄
稿
い
た
だ
い
た
。

　

豊
岡
市
日
高
町
に
は
、
公
立

豊
岡
病
院
組
合
（
豊
岡
市
と
朝

来
市
で
構
成
）
立
の
日
高
医
療

セ
ン
タ
ー
（
99
床
、
以
下
日
高

Ｍ
Ｃ
と
略
）
が
あ
り
ま
す
。
も

と
も
と
神
戸
大
学
の
関
連
病
院

で
、
神
鍋
山
ス
キ
ー
場
に
も
近

く
、
か
つ
て
勤
務
さ
れ
た
先
生

も
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　

同
組
合
が
作
っ
た
「
日
高
Ｍ

Ｃ
あ
り
方
検
討
委
員
会
」
が
２

０
１
６
年
夏
、
①
日
高
Ｍ
Ｃ
の

建
物
は
耐
震
上
問
題
が
あ
る
た

め
、
建
て
替
え
る
、
②
日
高
Ｍ

Ｃ
の
入
院
ベ
ッ
ド
99
床
は
、
一

部
を
出
石
Ｍ
Ｃ
に
移
す
以
外
は

廃
止
す
る
、
③
現
在
日
高
Ｍ
Ｃ

に
あ
る
眼
科
セ
ン
タ
ー
は
豊
岡

病
院
に
移
す
、
④
日
高
Ｍ
Ｃ
は

在
宅
医
療
の
拠
点
と
し
て
整
備

す
る
、
と
い
う
方
針
を
突
然
発

・
日
高
Ｍ
Ｃ
を
在

宅
医
療
の
拠
点
と

す
る
と
言
う
な

ら
、
在
宅
患
者
さ

ん
が
悪
化
し
た

り
、
患
者
家
族
が

困
っ
た
時
の
入
院

機
能
が
絶
対
必
要

で
は
な
い
か

・
何
百
人
も
の
寝

た
き
り
や
認
知
症

の
高
齢
患
者
が
、

但
馬
外
に
入
院
せ

ざ
る
を
得
な
い
現

状
に
も
か
か
わ
ら

表
し
ま
し
た
。

地
区
説
明
会
で

反
対
意
見
つ
ぎ
つ
ぎ

　

同
組
合
は
９
月
初
め
に
「
あ

り
方
検
討
委
員
会
」
の
答
申
案

を
発
表
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を

開
き
、
そ
の
後
日
高
町
内
の
各

地
区
で
も
そ
の
説
明
会
を
開
催

し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
次
々
に
以
下
の
よ

う
な
意
見
が
、
出
席
者
か
ら
出

さ
れ
ま
し
た
。
す
べ
て
無
床
化

に
反
対
す
る
意
見
で
し
た
。

・
日
高
Ｍ
Ｃ
に
は
今
も
、
豊
岡

病
院
が
満
床
で
入
院
で
き
な
い

急
性
疾
患
の
患
者
、
脳
卒
中
や

整
形
外
科
疾
患
術
後
で
リ
ハ
ビ

リ
の
必
要
な
患
者
、
人
工
透
析

中
に
悪
化
し
た
患
者
、
眼
科
疾

患
手
術
後
の
患
者
な
ど
多
く
の

入
院
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
患
者

が
た
ち
ま
ち
困
る

・
日
高
Ｍ
Ｃ
の
入
院
患
者
を
出

石
Ｍ
Ｃ
で
診
る
と
言
う
が
、
出

石
Ｍ
Ｃ
も
医
師
不
足
で
あ
り
、

日
高
と
出
石
は
生
活
圏
が
違
い

交
通
の
便
も
極
め
て
悪
い

ず
、
日
高
Ｍ
Ｃ
の
ベ
ッ
ド
を
ゼ

ロ
に
す
る
の
は
理
解
で
き
な
い

・
病
院
組
合
の
や
り
方
は
、
出

石
Ｍ
Ｃ
や
梁
瀬
Ｍ
Ｃ
を
診
療
所

に
す
る
と
言
っ
た
後
撤
回
、
数

年
前
眼
科
を
豊
岡
病
院
か
ら
日

高
Ｍ
Ｃ
に
移
し
た
後
、
今
回
ま

た
豊
岡
病
院
に
戻
す
と
言
う
、

日
高
Ｍ
Ｃ
を
診
療
所
に
す
る
と

言
う
な
ど
、
あ
ま
り
に
朝
令
暮

改
的
で
計
画
性
が
な
い

・
町
役
場
の
な
く
な
っ
た
日
高

町
で
さ
ら
に
病
院
が
な
く
な
る

と
、
町
は
本
当
に
さ
び
れ
て
し

ま
う
。
そ
れ
は
国
の
言
う
地
方

創
生
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か

・
病
院
組
合
は
医
師
不
足
を
無

床
化
の
大
き
な
理
由
に
あ
げ
る

が
、
ベ
ッ
ド
が
な
く
な
っ
て
も

医
師
不
足
は
ど
う
に
も
な
ら

ず
、
さ
ら
に
縮
小
や
廃
院
に
追

い
込
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か

住
民
数
上
回
る

署
名
集
め
る

　

「
あ
り
方
検
討
委
」
の
答
申

案
が
発
表
さ
れ
る
と
直
ち
に
、

但
馬
医
療
生
協
の
組
合
員
を
中

心
に
結
成
さ
れ
た
「
地
域
医
療

を
ま
も
る
但
馬
の
会
」
が
、
日

高
Ｍ
Ｃ
の
無
床
化
に
反
対
す
る

陳
情
署
名
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

保
険
医
協
会
の
但
馬
支
部
で

も
幹
事
会
で
そ
の
署
名
へ
の
協

力
を
決
め
、
各
診
療
所
の
窓
口

な
ど
で
署
名
を
集
め
ま
し
た
。

　

ま
た
、
日
高
町
選
出
の
市
会

議
員
や
各
地
区
の
区
長
に
と
っ

て
も
、
日
高
Ｍ
Ｃ
の
無
床
化
計

画
は
「
寝
耳
に
水
」
だ
っ
た
よ

う
で
、
日
高
地
区
区
長
協
議
会

も
「
地
域
医
療
を
ま
も
る
但
馬

の
会
」
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
陳

情
署
名
を
始
め
ま
し
た
。

　

１
カ
月
半
ほ
ど
で
「
地
域
医

療
を
ま
も
る
但
馬
の
会
」
が
７

３
１
６
筆
、「
日
高
地
区
区
長

協
議
会
」
が
１
万
２
６
５
５
筆

の
署
名
を
集
め
、
一
部
重
複
は

あ
る
も
の
の
、
二
つ
を
合
わ
せ

る
と
日
高
町
の
ほ
ぼ
全
部
の
住

民
が
反
対
し
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
２
０
１
６
年
12
月
の

豊
岡
市
議
会
で
、
日
高
町
選
出

の
市
会
議
員
全
員
が
病
院
組
合

議
会
の
議
員
と
な
り
、
日
高
町

選
出
議
員
の
了
承
が
得
ら
れ
な

い
限
り
、
日
高
Ｍ
Ｃ
の
無
床
化

計
画
は
組
合
議
会
で
承
認
さ
れ

な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

結
局
病
院
組
合
は
、
当
初
予

定
し
て
い
た
12
月
病
院
組
合
議

会
へ
の
計
画
の
提
案
を
断
念
せ

ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
し
た
。

但
馬
支
部
の

真
価
問
わ
れ
る
年
に

　

病
院
組
合
は
、
こ
れ
で
計
画

を
あ
き
ら
め
た
わ
け
で
は
な

く
、
医
師
不
足
・
医
師
の
疲
弊

を
い
ち
ば
ん
の
理
由
に
し
て
日

高
Ｍ
Ｃ
の
縮
小
を
め
ざ
し
て
お

り
、
現
在
次
の
案
を
検
討
中
と

の
こ
と
で
す
。

　

２
０
１
６
年
末
の
神
戸
新
聞

の
正
平
調
欄
に
、
次
の
よ
う
な

短
歌
が
載
っ
て
い
ま
し
た
。

「
爪
楊
枝
の
は
じ
め
の
一
本
抜

か
ん
と
し
集
団
的
な
抵
抗
に
会

ふ
」（
花
山
多
佳
子
歌
集
『
晴

れ
・
風
あ
り
』
よ
り
）。
当
局

は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
心
境
で

し
ょ
う
か
。

　

医
師
不
足
は
続
き
、
ま
た
い

つ
同
じ
よ
う
な
計
画
が
出
て
く

る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し

医
師
不
足
は
住
民
の
せ
い
で
は

な
く
、
住
民
が
爪
楊
枝
の
よ
う

に
１
本
１
本
身
を
寄
せ
合
っ
て

抵
抗
す
る
の
は
当
然
で
す
。
協

会
の
支
部
と
し
て
ど
う
関
わ
る

の
か
、
私
た
ち
の
真
価
が
問
わ

れ
る
年
に
な
り
そ
う
で
す
。

　

協
会
は
12
月
15
日
、
協
会
会

議
室
で
第
９
回
保
険
診
療
法
制

研
究
会
を
開
催
し
、
西
山
裕
康

協
会
理
事
長
と
弁
護
士
９
人
が

参
加
し
た
。
田
崎
俊
彦
弁
護
士

か
ら
寄
せ
ら
れ
た
報
告
を
紹
介

す
る
。

　

ま
ず
、
大
田
弁
護
士
よ
り
医

科
診
療
所
の
個
別
指
導
の
帯
同

報
告
が
あ
り
、
そ
の
報
告
に
基

づ
き
個
別
指
導
の
あ
り
方
、
と

り
わ
け
帯
同
弁
護
士
の
役
割
に

つ
い
て
議
論
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
当
研
究
会
で
は
、
指

導
に
つ
い
て
の
「
兵
庫
に
お
け

る
提
言
」（
仮
）
の
作
成
を
進

め
て
い
ま
す
。
提
言
の
パ
ー
ト

は
、
①
兵
庫
県
に
お
け
る
最
近

５
年
間
の
指
導
の
概
要
、
②
指

導
の
実
態
、
③
指
導
の
法
的
根

拠
、
④
指
導
の
現
状
と
法
的
問

題
、
⑤
指
導
の
改
善
に
関
す
る

提
言
か
ら
な
り
ま
す
。

　

今
回
の
研
究
会
で
は
、
提
言

の
各
パ
ー
ト
担
当
者
か
ら
進
捗

状
況
の
報
告
が
行
わ
れ
、
各
パ

ー
ト
間
の
整
合
性
等
を
踏
ま

え
、
ど
の
よ
う
な
提
言
に
ま
と

め
る
か
に
つ
い
て
議
論
し
ま
し

た
。

　

そ
の
中
で
、
協
会
の
方
よ

り
、
兵
庫
県
に
お
い
て
は
医
科

と
歯
科
で
は
指
導
実
態
の
違
い

深
め
、
充
実
し
た
提
言
の
実
現

を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。

【
花
く
ま
法
律
事
務
所　

 

弁
護
士　

田
崎　

俊
彦
】

が
あ
る
こ
と
や
、
ま

た
、
全
国
レ
ベ
ル
と

兵
庫
県
レ
ベ
ル
の
問

題
を
峻
別
し
て
議
論

す
べ
き
で
あ
る
と
の

指
摘
が
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
指
導
の

法
的
根
拠
と
い
う
法

律
論
と
、
指
導
の
現

実
を
い
か
に
関
連
さ

せ
て
提
言
を
ま
と
め

る
べ
き
か
等
と
い
っ

た
議
論
を
行
い
ま
し

た
。

　

今
後
と
も
議
論
を

指導の現状や改善点をふまえ、提言を
出すべく協会役員と弁護士で議論　　

「地域医療をまもる但馬の会」が主催し、地
域住民ら120人が集まった「但馬住民集会」
（2016年11月12日）　　　　　　　　　　　

日
高
医
療
セ
ン
タ
ー
無
床
化
計
画

住
民
の
反
対
運
動
で

 
議
会
へ
の
提
案
断
念
さ
せ
る

但
馬
支
部
長　
　

谷
垣　

正
人
（
豊
岡
市
）

保
険
診
療
法
制
研
究
会

個
別
指
導
で
の
弁
護
士

帯
同
報
告
等
を
議
論

報　告

歯科保険請求
86

　2016年４月歯科診療報酬改定で、歯科訪問診療料を歯科診療所で2017年４月１
日以降も算定するには、３月31日までに、近畿厚生局兵庫事務所へ施設基準の届
出が必要となりました。届出がないと、歯科訪問診療料の算定ができず、初診時
234点（歯訪診（初））、再診時45点（歯訪診（再））の算定となり、急性対応加算
も算定できなくなります。
◆「歯援診」以外の先生
　歯援診以外の、歯科訪問診療を2017年４月１日以降に行う予定の先生は、「歯
科訪問診療料の注13に規定する基準（歯訪診）」の施設基準の届出が必要です。
届出前１月間の実績は延べ人数で、訪問診療の実績はまだないが今後実施予定の
先生の場合は０人と記載して届出してください。
　届出添付書類は、様式21の３の２。届出書の別添２のタイトルは「歯科訪問診
療料の注13に規定する基準」と記載して提出してください。「届出番号」欄は記
載不要です。
◆「歯援診」届出済みの先生
　「在宅療養支援歯科診療所（歯援診）」様式18の届出添付書類の様式が変更さ
れています。2016年３月までに届出済みで、４月以降再提出していない先生も、
在宅専門でない先生は１～８までの項目のみを記載して、３月31日までに再提出
が必要です。研修受講歴部分は、過去の届出受理通知のコピーを添付することで
も構いません。
※【注意】2016年４月改定以降、「歯訪診」は届出済みで、「歯援診」の再届出は
まだ行っていない先生がおられます。３月31日までに再度届出用紙を提出しない
と、「歯援診」の届出自体が「無効」となり、2017年４月以降、歯在管の点数に
おいて、歯援診の240点が算定できず、180点となりますのでご注意ください。
　届出様式は下記からもダウンロード可能です。
　協会ウェブサイトトップページ→歯科部会だより→歯科部会からのおしらせ

４月からの歯科用貴金属価格の随時改定について

　１月25日中医協総会で、2017年４月１日から歯科用貴金属価格が改定されるこ
ととなりました。告示価格が改定となり引き上げとなるのは次の２品目です。
・歯科鋳造用金銀パラジウム合金（金12％以上JIS適合品）
 現行1,206円→改定後1,279円（+73円） 
・歯科非鋳造用金銀パラジウム合金板状（金12％以上JIS適合品）
 現行1,096円→改定後1,186円（+90円）
　不明な点は、協会歯科部会☎078－393－1809までお問い合わせください。

忘れていませんか「歯科訪問診療料の注13に規定する基準」の施設基準の届出

◇
所
在
地　

西
宮
市
樋
之

池
町　

阪
急
苦
楽
園
駅
徒

歩
13
分　

関
西
ス
ー
パ
ー

近
隣

　

１
階
部
分
テ
ナ
ン
ト
16

坪　

チ
ェ
ア
２
台　

Ｐ

Ｘ
、
デ
ン
タ
ル
そ
の
他
諸

設
備
機
材
。
２
０
０
８
年

に
開
設

２
０
１
７
年
３
月
譲
渡

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、

☎
０
７
９
８
―
71
―
６
０

１
０　

小
林
ま
で

歯
科
診
療
所

・
機
材
譲
渡
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（４面からの続き）

　記帳がされていなくて必要経費が計算
できないときは、「自費等収入所得率
表」（右表２）によらざるをえません
が、現在は、すべての白色申告者につい
て記帳義務や記録保存制度が設けられて
います。経営状態を把握するためにも記
帳はすべきであると考えます。
２．保険診療収入が5,000万円超の場合
　保険診療収入が5,000万円超の場合
は、「四段階の特例」は適用できませ
ん。記帳に基づき実際の収入、必要経費
を計算します（実額計算）。
３ ．「青色申告決算書」「収支内訳書」
（白色申告書）の作成上の留意点
①保険診療収入
（ア）国保、支払基金、介護保険等の通
知書から点数逆算金額を算出して集計し
ます。具体的には、５～４面の収支内訳
書記載の方法を参考にしてください。
（イ）実額計算の場合は、窓口保険収入
と国保、支払基金および介護保険の振込
額を合計した金額となります。なお、未
収金を含みます。
②自由診療収入
　窓口自由診療収入（文書料等を含
む）、介護保険の主治医意見書作成料、
特定健診・特定保健指導料等を集計しま
す。なお、未収金を含みます。
③期首棚卸、期中仕入、期末棚卸
　期首棚卸には、平成27年の期末棚卸額
を記入します。期末棚卸には、平成28年
12月31日現在の在庫有高を記入します。
期中仕入は、平成28年１月１日から12月
31日までに納入された薬品等の金額を記
入します。毎月の締切日が末日以外の場
合、平成29年１月締め分の請求書から平
成28年12月中の仕入高を加算しなければ
なりません。
④接待交際費
　税務調査の重点項目とされていますか
ら、領収書等に接待、贈答の相手先、目
的等をメモし、事業に直接関連する費用
であることが説明できるようにしておく
ことが必要です。
⑤青色事業専従者給与
　事前に「青色事業専従者給与に関する
届出書」が提出されていること、給与の
対価が届出の範囲内の額で職務対価とし
て適正であること、従事可能期間のおお
むね２分の１以上の従事期間があるこ
と、支給事実と支払の記帳があること等
が要件とされています。調査に際して
は、従事の程度や適正額であるかどうか
に重点を置かれますので、従事内容、従
事期間、金額の妥当性を説明できるよう

にしておくことが必要です。
⑥家事関連費の処理
　医院と自宅が兼用されている場合は、
電気代、水道代、ガス代、電話料、固定
資産税、借入金利息等については、家事
費になる部分は必要経費になりませんか
ら、合理的に計算して必要経費から除外
しておくことが必要です。医院と自宅が
兼用されていない場合であっても、必要
経費全般の記帳にあたり、事業との関連
性を説明できるようにしておく必要があ
ります。

Ⅴ．その他の所得について
１．給与所得
　校医手当、保健所や医師会の出務手当
等は、「源泉徴収票」で把握し、申告書
に添付します。
２．譲渡所得
　車両や医療機器を下取りに出した場合
は、下取金額を収入金額としてその残存
帳簿価額を控除し、そこから50万円の特
別控除ができます（譲渡利益が限度）。
５年以上保有した資産である場合は、さ
らに２分の１をした金額が課税対象とな
ります。譲渡損失がある場合は、他の所
得と損益通算できます。
３．一時所得
　生命保険や保険医年金の解約金・満期
返戻金等は一時所得の収入金額となりま
す。収入金額から収入を得るために支払
った掛け金を控除し、利益を限度に50万
円の特別控除ができます。ここからさら
に２分の１をした金額が所得となりま
す。
４．雑所得
　原稿料、講演料等の報酬は雑所得とな
ります。収入からこれに対応する費用を
控除して所得を計算します。収入が少額
である場合は、慣例的に収入の30％を必
要経費として申告している場合が多くあ
ります。この「支払調書」がある場合は
申告書に添付してください。
　その他、公的年金、私的年金を受給し
ている場合も雑所得となります。この
「源泉徴収票」は申告書に添付します。
５ ．新規開業医の注意点
　新規開業の場合は、本年度は当初費用
が多く収入が少ないこと等により事業所
得が赤字である場合があります。このよ
うな場合は勤務期間中の給与所得・退職
所得の申告を忘れずにご検討ください。
給与・退職金から源泉徴収された税金が
ある場合は、還付金の請求ができる場合
があるからです。「給与所得の源泉徴収
票」「退職所得の源泉徴収票」を申告書
に添付してください。

お申し込み・お問い合わせは、税経部☎078－393－1817　有本・荒川まで

日　時　３月４日（土）、５日（日）
　　　　13時～17時のうち１時間
会　場　協会５階会議室
費　用　
相談料（相談のみの方） １万円
申告書自己提出の方 ２万円
措置法26条による申告書作成 ３万円～
青色申告等実額による申告書作成 ５万円～
※ ４日前までに要事前予約。
　先着順に受付

確定申告直前の最終確認、総仕上げに！

確定申告個別相談会確定申告個別相談会
月刊保団連　臨時増刊号

『保険医の経営と税務　2017』
会員頒価 1,000円（送料込）
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表２　自費等収入所得率表（ ）は経費率 　　自費等収入修正率
　　（調整率）表

Ⅵ ．消費税の計算と申告
１ ．平成28年分の消費税確定申告をする
義務のある者
　平成26年分の「消費税の課税売上」が
年1,000万円超ある場合は、平成28年分
の消費税確定申告をする義務がありま
す。毎年、２年前（基準期間）の年分の
課税売上によって、その年の消費税の申
告義務の有無を判断します。基準期間の
課税売上が1,000万円以下の場合は、免
税事業者となり、消費税の申告は不要で
す。
　ただし、平成25年以降は、基準期間の
課税売上が1,000万円以下であっても、
その前年１月１日から６月30日までの期
間の課税売上（課税売上に代えてその期
間に支払った給与等の支払金額で判定す
ることもできます）が1,000万円超ある
場合には、その年は課税事業者となりま
す。
２．消費税の課税売上となる医業収入等
　通常の医業収入等について、消費税の
課税売上、非課税売上、不課税売上を区
分することが必要です。
① 課税売上：自由診療収入（文書料、処
理費等を含む）のうち、下記の②以外
のもの、事業用資産の売却収入等
② 非課税売上：保険診療収入、助産収
入、自賠責収入、労災収入、居住用賃
貸家屋に伴う収入、地代収入等
③ 不課税売上：公的補助金、助成金、生
損保満期返戻金、生損保解約金収入等
３．消費税の計算方法
　消費税の計算方法には、本則課税と簡
易課税がありますが、くわしくは税理
士、あるいは協会にお問い合わせくださ

い。

Ⅶ．マイナンバーについて
　マイナンバー制度の導入に伴い、所得
税の確定申告の記載にあたって、納税者
本人・配偶者控除を受ける場合の配偶者
・扶養控除を受ける場合の扶養親族（16
歳未満の年少扶養親族を含む）・事業専
従者のマイナンバーを記載しなければな
らなくなりました。また、申告書の提出
に際しても、本人確認書類の提示または
写しの添付が必要となりました。ただ
し、マイナンバーを記載しない確定申告
書もなお有効であり、受付が断られるわ
けではありません。

Ⅷ．終わりに
　所得税の確定申告期限（提出、税金納
付）は３月15日、消費税は３月31日で
す。また、今年の振替納税による口座引
落としは、所得税は４月20日、消費税は
４月25日です。期限に遅れると加算税や
延滞税が課されます。青色申告特別控除
など期限後申告となった場合に適用がで
きない取り扱いになっている規定もあり
ますから、注意が必要です。
　なお、純損失および雑損失の繰越控除
については、平成23年分から発生年分の
申告書について期限内申告の要件が廃止
されています。
　また、平成23年分以降の申告に税額過
大の間違いがあった場合は、本来の申告
期限から５年間、減額を受けるための手
続きをとることが可能です。住宅取得等
資金の贈与に係る贈与税の非課税の特例
を受けるためには、贈与を受けた方の申
告が必要です。

●医院経営研究会

お申し込み・お問い合わせは、☎078－393－1817 有本まで

スタッフ定着のポイントスタッフ定着のポイント
～職員と力を合わせられる雇用環境の作り方～～職員と力を合わせられる雇用環境の作り方～

日　時　３月25日（土）14時30分～17時　　会　場　協会６階会議室
講　師　社会保険労務士　桂好志郎先生　　参加費　3000円（医経研会員は無料）

 ３月例会

　　自費等収

特別経費となるもの
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（５面からの続き）

と、その譲渡の時において地震に対する
安全性に係る規定または基準に適合して
いることも求められます。③において
も、相続の時から譲渡の時まで事業の
用、貸付の用、居住の用に供されていな
かったことが条件となります。
　さらに、いずれも被相続人居住用家屋
は昭和56年５月31日以前に建築されたも
のであること、被相続人以外に居住して
いた者がなかったものであることが必要
です。
　この適用にあたってはその家屋が被相
続人の居住の用に供されていたかどうか
という観点から、市町村長による確認書
を添付しなければなりません。よって、
市町村長に対して事前に確認書の発行申
請が必要となります。
（２）適用期間
　本特例は平成28年４月１日から平成31
年12月31日までの間になされた上記
（１）の譲渡が対象となりますが、相続
開始の日から３年を経過する日の属する
年の12月31日までの間になされたもので
あることも必要です。
（３）他の規定との関連
　他の規定との関連ですが、この特例
は、一般の「居住用財産を譲渡した場合
の3,000万円特別控除」「居住用財産の買
い替え等に係る特例措置」との併用は一
定の条件の下に可能ですが、「相続財産
譲渡時の取得費加算特例」とは選択適用
となります。
２ ．住宅の多世帯同居改修工事等に係る
特例の創設
（１）内容
　個人がその有する居住用家屋につい

て、特定多世帯同居改修工事等を含む増
改築等を行った場合において、その居住
用の家屋を平成28年４月１日から平成31
年６月30日までの間に居住の用に供した
ときは、特定多世帯同居改修工事等の費
用に充てるための借入金の年末残高
（1,000万円を限度）に２%あるいは１%
に相当する額の所得税を控除できるもの
です。なお、控除期間は５年となります。
（２）適用割合
　次の区分に応じて２%あるいは１%の
割合が適用されます。
① 「特定多世帯同居改修工事等」に要し
た費用の額からその特定工事について
の補助金の額を控除した金額（250万
円を限度）に相当する住宅借入金の年
末残高　２％
② ①以外の住宅借入金等の年末残高　１
％
（３）必要書類
　「特定多世帯同居改修工事等を含む増
改築等」とは他の世帯との同居をするの
に必要な設備の数を増加させるための家
屋について行う増改築等であり、その増
改築等に該当することについて「増改築
等工事証明書」が交付されたものを含む
増改築等をいいます。
　よって確定申告書には建築士・指定確
認検査機関・登録住宅性能評価機関の発
行する増改築等工事証明書を添付しなけ
ればなりません。
（４）他の規定との関連
　本特例は、「住宅の増改策等に係る住
宅借入金等を有する場合の所得税額の特
別控除」との選択適用となります。
３．減価償却資産に対する償却方法
　平成28年４月１日以降に取得する建物
の附属設備および構築物について適用可

能な減価償却方法から定率法が除外され
ました。
４ ．給与所得控除の縮減
　平成28年分の給与所得控除について
は、最大230万円までと引き下げられま
した。これは給与収入が1,200万円を超
えると、給与所得控除は一切拡大しない
ことを意味します。
５ ．日本国外に居住する親族に係る扶養
控除等に係る書類の義務化
　日本国外に居住する親族について配偶
者控除・扶養控除などの人的控除の適用
を受ける居住者は、「親族関係書類」お
よび「送金関係書類」を確定申告書に添
付し、または提出の際に提示しなければ
ならないことになります。「親族関係書
類」とは戸籍の附票の写しおよび国外居
住親族のパスポートの写し・外国政府ま
たは外国の地方公共団体が発行した書類
（国外居住親族の氏名・生年月日・住所
の記載があるもの）をいい、「送金関係
書類」とは金融機関等の書類で、居住者
が国外居住親族の生活費または教育費に
充てるための支払いを必要の都度、各人
に行ったことを明らかにするものをいい
ます。ただし、給与または公的年金等の
源泉徴収の段階でこれらを添付しまたは
提示した場合にはあらためて、確定申告
書への添付または提示は必要ありませ
ん。

Ⅲ．減価償却の特例と
　税額控除の選択適用

　青色申告者については、医療機器等に
ついて、通常の減価償却費の他に、取得
価額に対して一定率の特別償却（税額控
除が選択できる場合は有利な方を選択

可）、割増償却ができます。前年分に特
別償却、割増償却の不足額がある場合は
当年で控除できます。ただし、前年およ
び当年において繰り越しに関する記載、
明細書の添付等が必要です。なお、これ
らの特例の適用にあたっては計算明細の
記載と決算書３面償却欄に措置法条文の
記載が必要となるものがあります。少額
減価償却資産の取得価額の必要経費算入
の特例を適用する場合も摘要欄に適用条
文の記載（措法28条の２）を忘れないよ
うにしてください。

Ⅳ．事業所得（医業）所得
　　の計算

１ ．保険診療収入が5,000万円以下の場
合

①所得計算の選択（青色申告、白色申告
を問いません）
（ア）実額計算による所得計算
（イ）保険診療収入は「四段階の特例」
　 計算（措置法26条）、自由診療収入は
実額計算

　（ア）、（イ）いずれか有利な計算方法
を選択できます。ただし、特例計算を選
択する場合は申告書２表の特例適用欄に
「措置法26条」と記載することが要件と
なっています。
　ただし、収入金額が7000万円を超える
場合は、特例計算の適用ができないこと
となっていますので、ご注意ください。
②「四段階の特例」とは、保険診療収入
に収入金額に応じた経費率を乗じた金額
を必要経費とし、保険診療に係る所得を
計算する方法ですが、具体的には、下表
により計算します。

「四段階の特例」の必要経費の計算法
収入金額 必要経費率

2,500万円以下の部分 72％
2,500万円超3,000万円以下の部分 70％
3,000万円超4,000万円以下の部分 62％
4,000万円超5,000万円以下の部分 57％

③特例計算を選択する場合の自由診療等
に係る所得の計算は「青色申告決算書
（一般用）付表」《医師及び歯科医師
用》、また白色申告の場合は「収支内訳
書（一般用）付表」《医師及び歯科医師
用》を用いて計算します（左資料参照）。
　保険診療収入は点数からの逆算により
計算しますので、実額で把握した保険診
療収入とは異なる場合があります。必要
経費については、記帳に基づき計算され
た総額を、まず保険診療収入と自由診療
収入に固有の経費に区分します。次に共
通経費については、原則として収入金額
基準で配分します。自由診療収入に対応
する固有経費と共通経費のうち自由診療
収入に配分されたものの合計が自由診療
収入の必要経費となります。

 （３面に続く）

課税される所得金額 税率

195万円以下 ５％

330万円以下 10%

695万円以下 20％

900万円以下 23%

1,800万円以下 33%

4,000万円以下 40%

4,000万円超 45%

表１　所得税の税率
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確定申告の留意点確定申告の留意点平成28年分

Ⅰ．はじめに
　平成28年度の税制改正では、経済の好
循環を確実なものとする観点から成長指
向の法人税改革等が意図され、少子化対
策・教育再生や地方創生の推進の観点か
ら税制上の措置を講ずることとされまし
た。
　本稿では平成28年度とそれ以前の改正

項目のうち、平成28年分の確定申告を行
う際に注意が必要なものを解説します。

Ⅱ．主要改正項目
１ ．被相続人の居住用家屋に係る譲渡所
得の特別控除制度の特例の創設
（１）内容
　これはいわゆる「空き家の譲渡所得の
3,000万円特別控除」といわれるもので

す。相続または遺贈によって、被相続人
が居住していた家屋とその敷地等を取得
した個人がその不動産を譲渡した場合に
譲渡所得から3,000万円の控除が認めら
れるものです（譲渡対価が１億円を超え
る場合には適用できません）。
　具体的には次のような譲渡が想定され
ます。
①被相続人の居住用家屋の譲渡

② 被相続人の居住用家屋とともにするそ
の敷地等の譲渡

③ 被相続人の居住用家屋の全部を取り壊
した後におけるその敷地等の譲渡

　なお、①②についてはその家屋が相続
の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の
用、居住の用に供されていなかったこ

 （４面に続く）

審査年月
単位

確定数
円

特定入所者介護等
円

介護給付費計
円

認定調査費委託料
（消費税含む）　　

円
処遇改善交付金

円
支払金額

合計

事業所別介護給付費等支払明細書（合計書）
国保連合会→事業所

平成　年　月　日
兵庫県国民健康保険団体連合会

平成28年分
事業所番号 事業所名

兵 庫 県 社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金

28

請求
年月 件数 意見書作成料等 消 費 税 支 払 額

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

合計

医療機関コード番号

住
所

氏
名 様

主治医意見書作成料支払明細書（合計書）

兵庫県国民健康保険団体連合会

年　　月　　日
（様式　介主治医204号）

28 28

平成28年分収支内訳書（一般用）付表《医師及び歯科医師用》
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セ
ス
が
寸
断
さ
れ
救
急
な
ど
に
課
題

地域医療の課題明らかに地域医療の課題明らかに
　

昨
年
４
月
の
熊
本
地
震
で
大
き
な
被
害
を
受
け
た
熊
本
県
阿

蘇
郡
南
阿
蘇
村
。
加
藤
擁
一
副
理
事
長
と
広
川
恵
一
顧
問
が
、

昨
年
12
月
25
日
、
村
内
に
あ
る
介
護
老
人
保
健
施
設
リ
ハ
セ
ン

タ
ー
ひ
ば
り
を
訪
れ
、
同
施
設
の
歯
科
衛
生
士
で
あ
る
村
本
奈

穂
氏
と
、
歯
科
医
師
の
山
口
彩
子
先
生
（
菊
陽
町
・
菊
陽
病

院
）、
田
村
尚
子
先
生
（
南
阿
蘇
村
・
さ
く
ら
歯
科
）
に
、
震

災
後
の
村
内
の
状
況
や
課
題
等
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し

た
。

玉
東
町

玉
名
市

長洲町

荒尾市

南関町
和
水
町

山鹿市

福岡県

長崎県

大分県

菊池市

小国町

南小国町
産
山
村

阿蘇市

大津町
菊陽町

南
阿
蘇
村

西原村
益城町

山都町

嘉
島
町 御船町

甲佐町

美里町

宇土市

宇城市

氷
川
町

高森町

合志市

熊
本
市

熊本県北部
　

加
藤　

４
月
の
熊
本
地
震
か

ら
、
８
カ
月
が
過
ぎ
ま
し
た
。

本
日
は
南
阿
蘇
村
の
現
状
に
つ

い
て
、
歯
科
に
関
わ
る
皆
さ
ま

か
ら
お
話
を
伺
い
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

広
川　

８
月
６
日
に
兵
庫
協

会
で
行
っ
た
日
常
診
療
経
験
交

流
会
〈
震
災
プ
レ
企
画
〉
で
、

山
口
先
生
と
村
本
さ
ん
に
は
、

地
震
当
時
の
状
況
や
課
題
、
当

時
の
思
い
・
取
り
組
み
に
つ
い

て
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。
田

村
先
生
と
お
会
い
す
る
の
は
初

め
て
で
す
ね
。
地
震
直
後
か
ら

現
在
ま
で
振
り
返
ら
れ
て
、
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

田
村　

私
は
、
こ
の
南
阿
蘇

村
で
開
業
し
て
い
ま
す
が
、
も

と
も
と
こ
の
村
の
出
身
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
開
院
か
ら
10
年
、

村
民
の
方
と
少
し
ず
つ
関
係
を

築
き
な
が
ら
診
療
し
て
き
ま
し

た
。
今
回
の
震
災
で
は
電
気
も

水
道
も
止
ま
り
、
医
院
の
機
械

類
も
壊
れ
て
し
ま
っ
て
修
理
を

繰
り
返
す
こ
と
に
な
り
、
本
当

に
大
変
で
し
た
が
、
震
災
を
ば

ね
に
し
て
住
民
の
方
と
密
な
関

係
を
築
け
た
と
い
う
思
い
が
あ

り
ま
す
。
た
だ
、
当
院
は
再
開

で
き
ま
し
た
が
、
地
震
で
地
盤

が
危
険
だ
と
い
う
こ
と
で
閉
院

さ
れ
た
歯
科
医
院
も
あ
り
、
深

刻
な
状
況
で
す
。

　

阿
蘇
大
橋
と
俵
山
ト
ン
ネ
ル

が
崩
落
し
、
村
外
へ
の
ア
ク
セ

ス
が
寸
断
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ

と
が
特
に
困
り
ま
し
た
。
以
前

は
、
週
に
２
〜
３
回
、
勉
強
会

や
買
い
物
の
た
め
熊
本
市
内
に

行
っ
て
い
た
の
が
、
で
き
な
く

の
病
院
に
勤
務
し
て
い
ま
す
。

道
路
の
寸
断
に
よ
り
、
迂
回
路

は
一
度
標
高
１
０
０
メ
ー
ト
ル

ま
で
上
が
り
80
メ
ー
ト
ル
下
が

る
よ
う
な
高
低
差
の
大
き
い
ル

ー
ト
で
、
毎
日
の
通
勤
に
１
時

間
半
ほ
ど
か
か
り
、
非
常
に
苦

労
し
ま
し
た
。
ト
ン
ネ
ル
が
開

通
し
て
、
20
分
は
短
縮
さ
れ
、

本
当
に
安
心
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
村
で
働
い
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
ま
で
村

内
に
医
療
・
介
護
関
係
の
知
り

合
い
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
地
震
を
き
っ
か

け
に
知
り
合
い
が
増
え
ま
し

た
。
村
本
さ
ん
や
他
の
看
護
師

さ
ん
な
ど
と
も
つ
な
が
り
が
広

が
り
、
い
ろ
い
ろ
な
話
を
伺
っ

て
、
10
年
後
、
20
年
後
の
村
の

医
療
・
介
護
を
考
え
た
と
き
、

こ
の
ま
ま
で
は
い
け
な
い
と
感

じ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
救

急
搬
送
は
相
当
不
便
を
強
い
ら

れ
て
い
る
状
態
だ
そ
う
で
す
。

地
域
の
中
核
病
院
だ
っ
た
阿
蘇

立
野
病
院
が
地
震
で
休
院
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
お
り
、
天
気
の

い
い
日
は
原
則
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ

を
使
い
ま
す
が
、
悪
天
候
の
時

や
夜
間
は
使
え
ま
せ
ん
。
救
急

車
で
１
時
間
以
上
か
け
て
、
阿

蘇
市
や
熊
本
市
の
病
院
ま
で
搬

送
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
そ
う

で
す
。
ト
ン
ネ
ル
開
通
で
搬
送

時
間
は
多
少
短
縮
し
ま
す
が
、

不
安
な
状
況
は
続
く
と
思
い
ま

す
。

　

で
す
か
ら
、
私
は
田
村
先

生
、
村
本
さ
ん
を
は
じ
め
と
す

る
村
の
医
療
・
介
護
関
係
者
に

聞
い
た
お
話
を
発
信
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
て

い
ま
す
。

う
ね
」
と
ハ
グ
や
握
手
を
し
て

帰
る
ん
で
す
。
あ
る
種
の
連
帯

意
識
を
形
に
し
て
、
互
い
を
思

い
や
る
。
こ
れ
が
本
来
の
医
療

人
の
あ
り
方
、
医
療
の
原
点
な

の
で
は
と
感
じ
ま
し
た
。

　

加
藤　

阪
神
・
淡
路
大
震
災

の
頃
を
思
い
出
し
ま
す
。
た

だ
、
あ
の
頃
と
比
べ
る
と
、
熊

本
地
震
で
は
被
災
者
へ
の
口
腔

ケ
ア
を
が
ん
ば
っ
て
い
た
だ
い

て
、
誤
嚥
性
肺
炎
は
劇
的
に
減

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
阪
神
・
淡
路
の
と
き
は
、

震
災
関
連
死
の
４
分
の
１
が
肺

炎
で
し
た
。
寒
い
季
節
と
い
う

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
災
害

時
の
口
腔
ケ
ア
の
大
切
さ
が
明

ら
か
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

村
本　

リ
ハ
セ
ン
タ
ー
ひ
ば

り
で
は
、
被
災
の
中
、
半
分
以

下
の
職
員
し
か
来
る
こ
と
が
で

き
な
い
な
か
で
も
、
入
居
者
へ

の
口
腔
ケ
ア
に
し
っ
か
り
対
応

で
き
た
の
で
、
誤
嚥
性
肺
炎
が

出
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
点
は

達
成
感
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

地
震
と
そ
の
後
の
経
験
を
通

（
７
面
に
つ
づ
く
）

インタビューを終えて、皆で記念撮影。前列が村本奈穂
氏、後列右から田村尚子先生、山口彩子先生、広川恵一
先生、加藤擁一先生、二胡奏者の劉揚氏、同マネージャ
ーの司馬君子氏（2016年12月25日、リハセンターひばり
にて）

インタビュー前には、リハセンタ
ーひばり入居者に対する、二胡奏
者・劉揚氏（左）による演奏会が
行われ、入居者は二胡の調べに聴
きいった

ＤｅｆＬ ＤｅｆＬ デフエルデフエル

保険医年金保険医年金
休業保障制度休業保障制度

グループ保険グループ保険団体定期
生命保険 

■ 団体保険だから断然安い保険料
■ 最高5000万円の高額保障
■ 配偶者1000万円セット加入あり

■ 過去７年の平均配当率46％
■ 最長75歳まで保障
■ いつでも増額･減額OK

保険の見直しに効きます！
ネット生保と比べてみてください

傷病時の休業に備えて
非営利の共済が有利です

受付期間はお問い合せください

積立金総額１兆２千億円
中長期の資産運用に

協会の積立年金
従業員も加入ＯＫ！

自在性が魅力！ １口単位で解約・
中断・再開が可能

個人年金保険料控除がとれる個人
年金型と自在性の一般型

今年の配当金は48％！
３月27日にご指定口座へ
送金します。

―保険医協会の共済制度がお勧めです！―

割安掛金が満期まで上がりません
脱退一時金、弔慰金給付あり

な
り
ま
し
た
。

昨
日
や
っ
と
ト

ン
ネ
ル
が
開
通

し
、
少
し
ず
つ

日
常
生
活
に
戻

っ
て
い
け
る
の

か
な
と
感
じ
て

い
ま
す
。

　

加
藤　

大
変

な
状
況
で
す
ね

…
。
山
口
先
生

は
い
か
が
で
し

ょ
う
か
。

　

山
口　

私
は

こ
の
南
阿
蘇
村

に
住
ん
で
い

て
、
村
の
西
側

に
あ
る
菊
陽
町

じ
て
、
普
段
か
ら
の
医
科
・
歯

科
連
携
の
大
切
さ
を
痛
感
し
ま

し
た
。
歯
科
衛
生
士
が
も
っ

と
、
そ
の
連
携
や
介
護
・
福
祉

の
現
場
で
役
に
立
て
る
よ
う

に
、
勉
強
し
な
け
れ
ば
と
気
づ

か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ

の
た
め
に
、
も
っ
と
身
体
全
体

を
知
り
、
他
職
種
の
仕
事
を
知

る
こ
と
、
顔
の
見
え
る
関
係
を

築
い
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と

思
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
歯

科
衛
生
士
は
義
歯
の
磨
き
方
は

分
か
り
ま
す
が
、
脳
梗
塞
で
半

身
麻
痺
の
方
の
義
歯
が
清
掃
不

良
と
な
っ
て
い
る
場
合
の
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
作
業
療
法
士
の
得

意
分
野
で
す
。

　

今
は
週
に
２
回
ほ
ど
、
熊
本

市
内
ま
で
勉
強
に
行
く
時
間
を

作
っ
て
い
ま
す
。
す
る
と
、
こ

の
施
設
の
仲
間
で
あ
る
、
理
学

療
法
士
や
介
護
士
の
方
も
一
緒

に
参
加
し
て
く
れ
る
な
ど
、
少

し
ず
つ
輪
が
広
が
っ
て
い
ま

す
。
一
緒
に
車
に
乗
っ
て
し
ゃ

べ
り
な
が
ら
、
山
を
越
え
て
勉

強
会
に
行
く
こ
と
で
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
、
つ
な
が

っ
て
い
く
こ
と
が
地
域
の
医
療

・
介
護
連
携
で
は
な
い
か
な
と

思
い
始
め
て
い
ま
す
。

　

広
川　

職
種
の
間
に
し
き
り

を
設
け
ず
、
つ
な
が
り
を
広
げ

て
い
る
ん
で
す
ね
。

　

村
本　

は
い
。
こ
れ
ま
で
つ

な
が
り
の
な
か
っ
た
地
域
の
歯

科
医
師
の
先
生
方
に
も
勇
気
を

出
し
て
、「
当
施
設
で
勉
強
会

を
し
ま
す
」
と
メ
ー
ル
を
お
送

り
し
、
来
て
い
た
だ
け
ま
し

た
。
そ
う
し
て
顔
が
見
え
る
関

係
を
築
け
た
こ
と
で
、
利
用
者

さ
ん
に
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
と

き
に
か
か
り
つ
け
の
歯
科
医
師

の
先
生
に
一
本
電
話
を
入
れ
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

日
常
的
な
医
科
・
歯
科
連
携
の
重
要
性
を
実
感

日
常
的
な
医
科
・
歯
科
連
携
の
重
要
性
を
実
感

　

加
藤　

村
本
さ
ん
は
い
か
が

で
す
か
。

　

村
本　

ま
ず
、
地
震
直
後
の

お
話
か
ら
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

私
は
４
月
１
日
か
ら
こ
の
施
設

に
入
職
し
ま
し
た
が
、
地
震
直

後
は
、
道
路
が
寸
断
さ
れ
て
こ

こ
に
来
る
こ
と
が
で
き
ず
、
当

施
設
の
母
体
で
あ
る
阿
蘇
市
の

大
阿
蘇
病
院
に
行
き
ま
し
た
。

大
阿
蘇
病
院
に
は
歯
科
衛
生
士

は
お
ら
ず
、
看
護
師
・
介
護
士

の
方
々
が
、
患
者
さ
ん
の
排
泄

処
理
後
、
口
腔
ケ
ア
を
必
死
で

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
皆
さ
ん
、

消
防
団
や
地
区
の
炊
き
出
し
な

ど
を
し
な
が
ら
、
夜
勤
も
さ
れ

て
い
る
と
い
う
大
変
過
酷
な
状

況
で
し
た
。「
私
は
歯
科
衛
生

士
な
の
で
、
口
腔
ケ
ア
は
残
し

て
お
い
て
く
だ
さ
い
」
と
伝

え
、
一
日
中
口
腔
ケ
ア
に
駆
け

回
り
ま
し
た
。
初
め
て
お
会
い

す
る
方
々
ば
か
り
で
、
普
段
な

ら
で
き
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す

が
、
被
災
者
と
い
う
連
帯
意
識

の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
す
ご

く
勇
気
が
わ
い
た
ん
で
す
。

　

こ
の
と
き
、
看
護
師
長
さ
ん

が
朝
礼
で
言
わ
れ
た
言
葉
が
非

常
に
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

「
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
の
人
が
来
て
い
る

間
、
皆
さ
ん
は
少
し
休
み
ま
し

ょ
う
」「
皆
さ
ん
に
感
謝
し
て

い
ま
す
。
き
つ
い
と
き
は
手
を

あ
げ
て
隠
れ
て
寝
て
い
い
で

す
。
あ
な
た
た
ち
が
大
事
」

と
、
気
遣
っ
た
言
葉
を
か
け
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
余

震
が
毎
日
続
く
な
か
で
、
初
対

面
の
ス
タ
ッ
フ
の
方
た
ち
と
も

「
明
日
も
生
き
て
仕
事
を
し
よ
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地震を通じ特別インタビュー特別インタビュー
熊本地震　南阿蘇村の現状熊本地震　南阿蘇村の現状

 

（
６
面
か
ら
の
つ
づ
き
）

菊池郡・菊陽病院　歯科医師

山口 彩子先生
【やまぐち　さいこ】2004年九州大学歯学
部卒業、福岡医療団千鳥橋病院附属歯科診
療所研修、倉敷医療生協水島歯科診療所研
修、現在は熊本にて芳和会菊陽病院歯科診
療部長

南阿蘇村・リハセンターひばり　歯科衛生士

村本 奈穂氏
【むらもと　なほ】1982年熊本県阿蘇郡長
陽村（現南阿蘇村）生まれ。2003年熊本歯
科衛生士専門学院卒業。熊本県大津町役場
健康福祉課・地域包括支援センター、福岡
県・吉川歯科医院、熊本県伊東歯科口腔病
院、南阿蘇村・あい歯科クリニック勤務を
経て、16年４月より現職

南阿蘇村・さくら歯科院長　歯科医師

田村 尚子先生
【たむら　なおこ】1962年熊本県阿蘇郡生
まれ。九州歯科大学卒業。2007年南阿蘇村
にさくら歯科開業、現在に至る

　

こ
ん
な
こ
と
も
、
地
震
が
な

か
っ
た
ら
、
勇
気
が
な
く
て
で

き
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
地

震
で
つ
ら
か
っ
た
け
れ
ど
、
地

震
を
き
っ
か
け
と
し
た
人
の
出

会
い
を
大
切
に
し
て
、
皆
で
力

を
あ
わ
せ
て
よ
り
よ
い
社
会
に

し
て
い
く
た
め
に
、
自
分
が
心

に
明
か
り
を
灯
す
こ
と
で
隣
も

灯
し
て
い
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
ず

つ
皆
が
明
る
い
村
に
な
れ
ば
い

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

加
藤　

震
災
そ
れ
自
体
は
大

変
不
幸
な
こ
と
で
す
が
、
そ
こ

で
得
ら
れ
た
も
の
は
貴
重
な
も

の
だ
っ
た
と
、
私
の
経
験
を
思

い
返
し
て
も
そ
う
感
じ
ま
す
。

っ
た
人
が
、
全
国
か
ら
い
た
だ

い
た
物
資
を
持
っ
て
い
く
と
、

元
気
が
出
る
か
な
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、「
歯
科
検
診
」

と
い
う
と
、
皆
さ
ん
構
え
て
し

ま
い
ま
す
が
、
口
は
食
べ
て
、

笑
い
、
し
ゃ
べ
る
と
こ
ろ
で

す
。
た
だ
集
ま
っ
て
し
ゃ
べ
っ

て
も
ら
っ
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
い
、
乳
幼
児
健
診
の

仕
事
を
し
て
い
た
と
き
に
知
り

合
っ
た
助
産
師
さ
ん
が
フ
ル
ー

ト
の
演
奏
を
さ
れ
る
の
で
、
フ

ル
ー
ト
の
演
奏
会
と
、
全
国
か

ら
の
歯
ブ
ラ
シ
を
配
る
と
い
う

こ
と
で
集
ま
っ
て
も
ら
い
ま
し

た
。
す
る
と
、
皆
さ
ん
３
時
間

く
ら
い
話
を
さ
れ
て
帰
ら
れ
な

い
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
き
っ

か
け
作
り
に
、
歯
科
は
ま
だ
ま

だ
役
に
立
て
る
と
感
じ
て
い
ま

す
。

　

入
居
者
の
方
か
ら
は
い
ろ
い

ろ
な
お
話
を
聞
き
ま
す
。
高
齢

の
ご
夫
婦
が
多
く
、
中
に
は
非

常
に
深
刻
な
悩
み
を
持
た
れ
て

い
る
方
も
お
ら
れ
ま
す
。
じ
っ

く
り
と
話
を
聞
い
て
、
電
話
番

号
を
渡
し
「
何
か
あ
れ
ば
連
絡

し
て
」
と
伝
え
る
と
、
す
ご
く

元
気
に
な
っ
た
方
も
い
ら
っ
し

ゃ
い
ま
す
。「
自
分
を
気
に
し

て
く
れ
て
い
る
」
と
思
う
だ
け

で
、
少
し
は
意
味
が
あ
る
の
か

な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

広
川　

歯
ブ
ラ
シ
一
本
を
き

っ
か
け
に
地
域
に
か
か
わ
る
の

は
す
ご
い
こ
と
で
す
ね
。
住
民

の
方
々
が
抱
え
て
い
る
課
題
は

震
災
が
原
因
と
い
う
こ
と
で
し

ょ
う
か
。

　

村
本　

長
陽
地
区
で
は
大
学

が
近
い
と
い
う
こ
と
で
多
く
の

方
が
ア
パ
ー
ト
経
営
を
さ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
多
く
の
ア
パ
ー

ト
は
地
震
で
壊
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
大
学
も
撤
退
す
る
こ
と

に
な
り
、
戻
っ
て
く
る
か
も
分

か
り
ま
せ
ん
。
ま
だ
南
阿
蘇
鉄

道
も
止
ま
っ
て
い
て
、
通
学
が

必
要
な
子
ど
も
が
い
る
若
い
世

代
は
、
熊
本
市
内
に
引
っ
越
し

て
し
ま
い
、
老
夫
婦
だ
け
が
残

さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
も
と
も

と
の
問
題
も
あ
っ
た
と
思
い
ま

す
が
、
一
気
に
財
産
を
失
い
、

収
入
源
も
生
き
が
い
も
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
大
き
い

と
思
い
ま
す
。

　

加
藤　

神
戸
で
は
、
多
く
の

仮
設
住
宅
で
、
孤
独
死
を
多
数

生
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
医
療

関
係
者
は
、
住
民
の
方
々
に
接

す
る
こ
と
が
で
き
る
仕
事
で

す
。
生
活
の
場
が
仮
設
に
な

り
、
あ
と
何
年
か
で
復
興
住
宅

に
と
変
わ
っ
て
い
く
と
思
い
ま

す
が
、
村
本
さ
ん
が
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
こ
と
が
本
当
に
大
事

だ
と
思
い
ま
す
。

　

山
口　

震
災
直
後
と
数
カ
月

後
、
さ
ら
に
半
年
後
、
１
年
後

と
段
階
を
経
て
、
ま
た
新
た
な

問
題
が
出
て
く
る
ん
で
し
ょ
う

ね
。
支
援
は
地
震
直
後
に
集
中

し
ま
す
が
、
道
路
が
寸
断
し
た

こ
と
で
、
高
齢
者
施
設
や
医
療

機
関
の
職
員
が
大
量
に
離
職
し

て
し
ま
っ
た
り
、
人
が
入
れ
替

わ
っ
た
り
と
、
影
響
が
段
階
的

に
出
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
て

い
ま
す
。
熊
本
は
大
し
た
こ
と

が
な
い
と
思
わ
れ
て
い
ま
す

が
、「
危
険
」
と
判
定
さ
れ
た

建
物
の
数
は
東
日
本
大
震
災
よ

り
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
、
生
活

再
建
の
困
難
さ
が
顕
著
に
現
れ

て
き
て
い
ま
す
。

　

広
川　

倒
壊
し
た
建
物
の
瓦

礫
の
処
理
も
ま
だ
ま
だ
進
ん
で

い
な
く
て
、
見
か
け
は
何
も
な

い
よ
う
に
見
え
て
も
、
傾
い
て

い
る
、
亀
裂
が
入
っ
て
い
る
な

ど
被
害
を
受
け
て
い
る
建
物
も

多
い
と
聞
き
ま
し
た
。

　

村
本　

私
の
実
家
も
、
お
風

呂
に
穴
が
空
い
た
り
、
壁
の
タ

イ
ル
が
落
ち
た
り
し
て
い
ま
す

が
そ
の
ま
ま
で
す
。
業
者
の
方

も
忙
し
く
、
一
部
損
壊
の
家
で

は
応
急
処
置
だ
け
で
暮
ら
し
て

い
る
人
が
多
い
で
す
が
、
じ
わ

じ
わ
と
辛
さ
が
き
て
い
る
と
感

じ
ま
す
。

　

加
藤　

一
部
損
壊
と
い
っ
て

も
、
生
活
に
不
便
が
生
じ
る
よ

う
な
状
況
で
、
ほ
と
ん
ど
補
償

が
な
い
こ
と
は
問
題
で
す
ね
。

　

加
藤　

保
団
連
も
全
国
の
方

々
と
一
緒
に
運
動
し
て
い
き
ま

す
。
被
災
者
は
少
な
く
と
も
仮

設
住
宅
を
出
る
ま
で
は
免
除
に

す
る
な
ど
、
制
度
を
改
善
す
べ

き
で
す
。

歯
ブ
ラ
シ
を
持
っ
て
仮
設
住
宅
を
訪
問

歯
ブ
ラ
シ
を
持
っ
て
仮
設
住
宅
を
訪
問

　

加
藤　

被
災
者
の
生
活
は
今

ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
。
昨
日
、
熊
本
市
内
で
本
庄

弘
次
先
生
（
熊
本
協
会
常
任
理

事
、
本
庄
内
科
病
院
院
長
）
や

板
井
八
重
子
先
生
（
熊
本
協
会

副
会
長
、
く
す
の
き
ク
リ
ニ
ッ

ク
院
長
）、
吉
良
直
子
先
生

（
熊
本
市
中
央
区
役
所
・
歯
科

医
師
）
に
お
会
い
し
ま
し
た
。

病
気
に
た
と
え
れ
ば
、「
急
性

期
」
は
脱
し
た
が
、「
慢
性

期
」
の
課
題
が
山
積
し
て
い
る

と
お
聞
き
し
ま
し
た
。
県
内
の

避
難
所
も
11
月
末
で
全
て
閉
鎖

さ
れ
た
そ
う
で
す
ね
。

　

山
口　

私
は
精
神
病
院
に
勤

務
す
る
歯
科
医
師
で
す
の
で
、

患
者
さ
ん
の
状
況
に
つ
い
て
直

接
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
震
災

後
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
の
方

が
悪
化
し
た
り
、
状
態
が
悪
化

し
て
入
院
す
る
と
い
う
方
が
お

ら
れ
る
と
聞
き
ま
す
。

　

村
内
で
は
、
８
〜
９
月
頃
か

ら
、
避
難
所
に
い
た
方
が
仮
設

住
宅
に
移
り
ま
し
た
。
仮
設
で

の
く
ら
し
・
健
康
状
況
な
ど
が

課
題
に
な
っ
て
き
ま
す
が
、
村

本
さ
ん
は
、
そ
こ
で
大
活
躍
さ

れ
て
い
る
ん
で
す
。

　

村
本　

あ
り
が
た
い
こ
と

に
、
全
国
の
皆
さ
ん
が
歯
ブ
ラ

シ
を
絶
え
間
な
く
送
っ
て
く
だ

さ
い
ま
す
。
そ
の
歯
ブ
ラ
シ
を

持
っ
て
、「
全
国
か
ら
届
い
た

も
の
で
す
よ
」
と
仮
設
住
宅
を

訪
問
し
て
い
ま
す
。
特
に
、
一

番
被
害
の
ひ
ど
い
長
陽
地
区
が

私
の
出
身
地
で
、
２
年
ほ
ど
そ

の
地
域
の
歯
科
医
院
に
い
た
の

で
、
治
療
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を

し
て
い
た
患
者
さ
ま
が
多
く
、

リ
ス
ク
部
位
な
ど
口
の
中
の
状

態
が
分
か
り
ま
す
。
さ
ら
に
、

住
ん
で
い
る
方
の
ほ
と
ん
ど
が

知
り
合
い
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
な
ん
で
す
。
知

窓
口
負
担
免
除
ぜ
ひ
延
長
を

窓
口
負
担
免
除
ぜ
ひ
延
長
を

普
段
の
診
療
・
連
携
か
ら
災
害
時
に
備
え
る

普
段
の
診
療
・
連
携
か
ら
災
害
時
に
備
え
る

　

加
藤　

患
者
さ
ん
の
窓
口
負

担
の
問
題
が
気
に
な
り
ま
す
。

免
除
が
な
く
な
る
こ
と
で
、
受

診
を
中
断
す
る
患
者
さ
ん
が
出

て
き
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
い
か
が
で
し
ょ
う
。

　

山
口　

窓
口
負
担
免
除
措
置

は
10
月
末
で
一
区
切
り
と
な

り
、
11
月
以
降
は
免
除
証
明
書

が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の

期
限
は
２
月
末
ま
で
と
な
っ
て

い
ま
す
。
当
初
５
月
末
ま
で
と

な
っ
て
い
た
の
が
、
10
月
末
、

２
月
末
と
少
し
ず
つ
伸
び
て
い

ま
す
。

　

加
藤　

運
動
で
少
し
ず
つ
延

長
さ
せ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

　

田
村　

ぜ
ひ
、
免
除
措
置
の

延
長
を
お
願
い
し
た
い
で
す
。

患
者
さ
ん
を
見
て
い
る
と
、
お

仕
事
が
な
い
方
が
多
い
ん
で

す
。
寝
る
間
も
惜
し
ん
で
、
倒

壊
し
た
家
の
取
り
壊
し
の
ア
ル

バ
イ
ト
な
ど
に
行
か
れ
て
い
ま

す
が
、
定
職
が
見
つ
か
ら
な
い

と
い
う
方
が
た
く
さ
ん
お
ら
れ

ま
す
。
仕
事
の
合
間
に
歯
の
治

療
に
来
ら
れ
、「
定
職
が
決
ま

っ
た
ら
き
ち
ん
と
治
療
を
」
と

言
わ
れ
ま
す
。
や
は
り
治
療
時

の
窓
口
負
担
は
重
い
負
担
と
な

り
ま
す
の
で
、
延
長
の
た
め
保

険
医
協
会
に
は
が
ん
ば
っ
て
ほ

し
い
で
す
。

　

加
藤　

最
後
に
、
こ
れ
か
ら

の
抱
負
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

村
本　

超
高
齢
社
会
に
な
る

と
い
う
こ
と
を
、
地
震
の
経
験

を
通
じ
、
介
護
施
設
に
い
て
痛

感
し
て
い
ま
す
。
今
後
、
在
宅

で
過
ご
す
方
が
増
え
て
い
く
な

か
で
、
歯
科
衛
生
士
と
し
て
ど

う
役
割
を
果
た
せ
る
か
だ
と
思

っ
て
い
ま
す
。

　

大
切
な
の
が
「
フ
レ
イ
ル

（
虚
弱
状
態
）」
だ
と
思
い
ま

す
。
栄
養
が
と
れ
な
い
と
い
う

状
態
に
、
社
会
的
背
景
も
重
な

り
、
患
者
さ
ん
の
状
態
が
悪
く

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
ど
こ
で

止
め
ら
れ
る
の
か
、
地
域
で
連

携
し
、
も
っ
と
人
と
つ
な
が
っ

て
い
き
、
も
っ
と
自
分
も
研
鑽

を
積
み
、
一
つ
ず
つ
社
会
が
よ

く
な
っ
た
ら
い
い
な
と
願
い
ま

す
。

　

山
口　

村
本
さ
ん
と
全
く
同

じ
思
い
で
す
。
地
震
を
通
じ
、

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
気
づ
か
さ

れ
ま
し
た
。
平
常
時
に
で
き
て

い
な
い
こ
と
は
災
害
時
に
発
揮

で
き
な
い
こ
と
を
痛
感
し
、
自

分
の
病
院
で
の
安
全
管
理
や
地

域
へ
の
関
わ
り
を
考
え
ま
し

た
。
ま
た
、
一
村
民
と
し
て

も
、
村
の
医
療
・
介
護
の
整
備

が
必
要
と
い
う
こ
と
を
、
き
ち

ん
と
村
に
申
し
上
げ
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

田
村　

今
日
、
村
本
さ
ん
の

お
話
を
お
伺
い
し
、
こ
ん
な
情

熱
を
持
た
れ
て
い
る
歯
科
衛
生

士
さ
ん
が
村
に
い
ら
っ
し
ゃ
る

こ
と
を
誇
り
に
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

ま
た
、
山
口
先
生
が
仰
っ
て

い
る
災
害
時
の
備
え
の
大
切
さ

を
本
当
に
感
じ
て
い
ま
す
。
地

震
後
に
診
療
を
再
開
し
た
と

き
、
機
械
も
壊
れ
、
消
毒
と
痛

み
止
め
等
の
薬
を
出
す
こ
と
く

ら
い
し
か
で
き
な
い
状
態
で
し

た
が
、「
先
生
の
顔
を
見
れ
て

よ
か
っ
た
」
と
言
っ
て
く
だ
さ

る
患
者
さ
ん
が
た
く
さ
ん
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
こ
の
経
験

を
通
じ
、
地
域
密
着
型
の
開
業

歯
科
医
と
し
て
、
災
害
時
に
普

段
と
同
じ
よ
う
に
医
療
を
提
供

す
る
こ
と
が
ど
ん
な
大
切
か
を

感
じ
ま
し
た
。
微
力
な
が
ら
も

地
域
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

加
藤　

医
療
機
関
が
あ
る
こ

と
が
住
民
の
励
み
に
な
る
と
い

う
こ
と
を
私
も
体
験
し
ま
し

た
。
こ
れ
か
ら
も
大
変
だ
と
思

い
ま
す
が
、
が
ん
ば
っ
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

広
川　

大
き
な
災
害
で
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
浮
か
び
上

が
る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
本
日

の
お
話
で
も
あ
ら
た
め
て
感
じ

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
兵
庫

協
会
も
先
生
方
か
ら
お
聞
き
し

た
こ
と
を
、
自
分
た
ち
の
活
動

に
活
か
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
本
日
は
貴
重
な
お
話
を

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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技術革新が支える眼科医療

はじめに
　医療界の中でも眼科の器械・技術は進
歩の早い分野で、毎年のように新しいデ
バイスや手法が考案されている。今回は
①白内障と硝子体手術、②眼底の画像診
断機器、③眼科電子カルテのトレンドを
中心に発表した。

白内障手術の進歩
　まず、白内障手術について。80年代初
期の本邦では切開創が10㎜以上となる嚢
外摘出術の術式が一般的であり、術後乱
視が強く出てしまう術式であった。当時
の手術では裸眼視力もいまひとつであ
り、手術適応も今以上に厳しかったこと
と思われる。
　ところが超音波の登場で切開創は６㎜
程度となり、その後の眼内レンズの進歩
により切開創はさらに小さい２㎜程度に
なった。今では白内障手術は入院で行う
ものではなく日帰り手術で行うものとな
っていて、１週間も入院しようものなら
主治医意見書を書かされることになる。
　レンズの進歩は切開創の縮小化に影響
するだけでなく、着色レンズ、乱視レン
ズ、多焦点レンズと次々と新しい眼内レ
ンズが登場し、Quality of Vision（視機
能の質）の著しい改善が得られるように
なっている。現在は調節型の眼内レンズ
開発が進んでいる。グーグルが先日眼内
電子デバイスの特許を申請しており、近

い将来、グーグルのほかアップル、アマ
ゾンのような世界的企業の参入があると
予測される。手術機器も、超音波からフ
ェムトセカンドレーザーの登場で、切開
創と水晶体乳化がオートメーション化さ
れつつあるが、現状の技術では余計に時
間とお金がかかってしまい、急速に普及
されるものではないという個人的印象が
ある。

硝子体手術の進歩
　次に糖尿病網膜症の硝子体出血、網膜
剥離、黄斑疾患などが適応となる硝子体
手術の進歩は、硝子体カッターと手術観
察システムの技術革新で進歩してきた。
硝子体手術はまだ40年程度と歴史の浅い
手術である。20ゲージという0.9㎜の器
具を用いる手術が2000年代初期まで行わ
れてきたが、手術の難易度は高く、執刀
医は選ばれた者だけがなれる手術であっ
た。その後25ゲージ（2004年頃～）、27
ゲージ（2014年頃～）と器具の縮小化に
伴い切開創の縫合の必要がなくなったこ
とで、手術時間の短縮と侵襲も少ない手
術になった。
　また、この手術の観察システムの向上
はレンズと照明の技術革新によってもた
らされた。眼内照明にはハロゲン、キセ
ノン、水銀、LEDが用いられることで、
現在では広範囲を明るく照らすことがで
き術野が広がり、手術が安全に行えるよ
うになってきた。今後は手術顕微鏡から

電子カルテが普及してきた。ただ現場で
使用しやすい代物だとは言いがたい現状
である。かえって電子化されることで貴
重な時間が奪われてしまうことも少なく
ない。
　プログラミングが身近になってきた現
在では自作でソフトを開発できるように
なった。当院眼科では自作カルテを現状
カルテと連結することで業務の簡便化は
もちろん、データ処理で治療成績が一瞬
で把握できるようになった。個人情報の
問題はあるにせよ、身近な技術革新“ス
マートフォン”を使った医療界の革新が
今後起こると予想される。

おわりに
　以上のような技術革新により、眼科医
療界は活気のある部門となっている。眼
球自体は２～３㎝程度の小さい臓器では
あるが、人間の情報の90％以上を占めて
いるため産業界でも注目の分野である。
今後は医薬業界だけではなく各産業界が
参入してくることで夢のようなことがで
きるのではないかと期待しているが、い
ろんな意味で悪夢に終わらないように医
療界は努力することも必要と思われる。
（2016年11月19日、姫路・西播支部他科
を知る会より、小見出しは編集部）

デジタル３Ｄを用いる手術システムが使
用できるようになり、デジタル処理を行
うことで手術の技術開発がさらに進むこ
とが期待されている。

画像診断機器の進歩
　眼科の画像診断機器もここ数年で飛躍
的に進歩している。特に眼底の診察に用
いる眼底カメラは一般的に60度程度しか
観察できない以前の機器から200度の広
範囲を短時間で撮影できるようになっ
た。これにより見落としが少なくなっ
た。
　また、厚さ0.2～0.3㎜の網膜をスライ
ス状に撮影できる網膜断層撮影では、今
まで未知の領域であった網膜の内層病変
や、さらに深部の脈絡膜の構造が明らか
にされてきている。現在では造影剤を使
うことなく網膜血管の病態をとらえるカ
メラや、天体望遠鏡に用いる補償光学の
技術を用いて視細胞を描出することも可
能になっている。今後はAIの技術革新に
より診断の自動化もされるようになると
思われる。

電子カルテとデータ処理の進歩
　最後に電子カルテシステムについて。
10年ほど前から省庁の指導により本邦で

2017年３月末まで！2017年３月末まで！

　協会と京都銀行の提携
融資制度は、期間限定の
特別金利キャンペーンを
実施しています。2017年
３月末までの申込受付分
について、通常より年
0.4％優遇金利となりま
す。借り換えも可能、手
数料も通常より優遇して
いますので、ぜひご利用
ください。

※1000万円までは原則、担保不要
※歯科は＋0.2%、新長期プライムレート連動
※診療報酬振込口座の社保・国保いずれか片方指定

まずはお気軽にお問い合わせください。☎078－393－1817　融資部・有本まで

京都銀行提携融資制度京都銀行提携融資制度

資金種類 利率 限度額
運転資金 1.075％ ➡ 0.675％ 1000万円

設備資金 1.075％ ➡ 0.675％ １億3000万円

新規開業資金 1.275％ ➡ 0.875％ 6000万円

子弟教育資金 1.275％ ➡ 0.875％ 3000万円

融資部より

2017年２月１日現在

特別金利キャンペーン好評実施中！特別金利キャンペーン好評実施中！

日　時　３月11日（土）17時～　　会　場　協会５階会議室
講　師　滋賀医科大学医学部附属病院　

 呼吸器内科　副科長　長尾　大志先生
参加費　無料

お申し込み・お問い合わせは、☎078－393－1803まで

胸部Ｘ線ルネッサンス

第２回院長を夫にもつみなさまのための懇談会

第526回診療内容向上研究会診療内容向上研究会

　私が学んできた胸部Ｘ線写真、胸部CT画像の奥深さ、面白さを、少しでも多
くの方に知っていただきたい、と考え、ブログ「やさしイイ呼吸器教室」でご紹
介してきました。それが役に立つ、というお声が多くあり、書籍化したものが書
籍版「やさしイイ胸部画像教室」です。このたびこちらでお話する機会を頂きま
したので、できる限りそのエッセンスをお伝えしたいと思います。もう一度胸部
Ｘ線写真を見直す、「ルネッサンス」をタイトルと致しました。
　具体的な目標は「陰影の存在を見逃さない」。陰影を指摘し、かつ、一歩踏み
こんだ読影ができるようになっていただくために、まずはシルエットサインと、
その意味合いを復習します。それから、縦隔や横隔膜など構造物の動き、肺の大
きさの変化を捉えます。特に「縮む」病変は特徴的ですのでそれを捉える練習を
していただきます。最後に臨床情報を使って、異常な場所に狙いをつけるアイデ
アをいくつか紹介させていただきます。
　今回の講座が少しでも先生方のお役に立つことを念願するものであります。よ
ろしくお願い申し上げます。 【長尾　記】

日　時　３月11日（土）14時～16時　 会　場　協会６階会議室　 参加費　無料
講　師　永野光氏（ 奈良県香芝市・永野整形外科クリニックヘルプデスク、 

㈱クリニックイノベーションサポート代表）

お申し込み・お問い合わせは、☎078－393－1817まで

クリニックの「報連相」をイノベーションクリニックの「報連相」をイノベーション
～スタッフの接遇力を高める秘訣～～スタッフの接遇力を高める秘訣～


